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内
閣
官
房
は
、
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」
に
お
い
て
、
妊
婦
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
に
取
り
組
む
こ
と
を
明
言
し
た
。
厚
生
労

働
省
は
二
〇
二
四
年
春
に
出
産
の
見
え
る
化
サ
イ
ト
「
出
産
ナ
ビ
」
を
開
設
、
同
年
六
月
よ
り
「
妊
娠
・
出
産
・
産
後
に
お
け

る
妊
産
婦
等
の
支
援
策
等
に
関
す
る
検
討
会
」
が
始
ま
り
、
二
〇
二
六
年
を
目
途
に
、
分
娩
を
保
険
適
用
に
す
る
こ
と
も
検
討

し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
「
出
産
は
病
気
で
は
な
い
」
と
い
う
理
由
で
保
険
適
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
根
幹

が
崩
れ
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
ず
っ
と
自
由
診
療
で
民
間
施
設
も
多
か
っ
た
日
本
の
出
産
は
ど
う
な
る
の
か
、
正
常
出
産
費
用

の
保
険
適
用
化
は
「
誰
ひ
と
り
と
り
残
さ
な
い
支
援
」
と
な
る
制
度
設
計
が
重
要
と
考
え
る
。 

 

以
下
、
具
体
的
に
質
問
す
る
。 

一 

保
険
適
用
と
な
っ
た
ら
助
産
師
の
在
宅
ケ
ア
い
わ
ゆ
る
「
待
つ
ケ
ア
」
は
保
険
適
用
と
な
る
の
か
。 

二 

マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
ラ
ス
な
ど
女
性
の
主
体
性
を
育
む
大
切
な
細
か
い
ケ
ア
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
か
。 

三 

点
数
加
算
目
的
で
不
必
要
な
医
療
介
入
、
不
必
要
な
会
陰
切
開
や
帝
王
切
開
が
増
え
な
い
か
。 

四 

産
む
も
産
ま
な
い
も
個
人
の
権
利
と
考
え
る
が
、
中
絶
も
保
険
適
用
と
な
る
の
か
。 

五 

病
院
出
産
だ
け
で
な
く
、
助
産
院
出
産
や
自
宅
出
産
も
保
険
適
用
に
な
る
の
か
。 



 

２ 

 

六 

「
誰
ひ
と
り
と
り
残
さ
な
い
支
援
」
と
な
る
制
度
設
計
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
の
取
組
を
明
示
し
た
上
で
、
こ
の

制
度
設
計
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


